
（11）法第 34 条第 14 号関係 

 

申請地の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化

区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるもので、市長があら

かじめ開発審査会の議を経たもの。 

 

 

ヒ 医療施設 

 

運用指針Ⅲ-7-1(18)による。 

 

運用指針Ⅲ-7-1(18)医療施設関係 

  

医療法第１条の５第１項に規定する病院、同条第２項に規定する診療所又は同法第

２条第１項に規定する助産所であって、設置及び運営が国の定める基準に適合する

優良なものであり、その位置、規模等からみて周辺の市街化を促進するおそれがな

いと認められ、かつ、当該開発区域を所轄する地方公共団体の医療施策の観点から

支障がないことについて、関係部局と調整がとれたもののうち、以下の①から③ま

でのいずれかに該当するものであること。 

① 救急医療の充実が求められる地域において、患者等の搬送手段の確保のため、

当該開発区域周辺の交通基盤等の活用が必要と認められる場合 

② 当該医療施設の入院患者等にとって、開発区域周辺の優れた自然環境その他の

療養環境が必要と認められる場合 

③ 病床過剰地域に設置された病院又は診療所が、病床不足地域に移転する場合 

 なお、医療施設に係る開発許可については、開発許可担当部局と医療施設担当部

局とが十分な連絡調整を図ることが望ましい。 

 

 

フ 鳥取県により施行された住宅分譲開発地における建築 

 

次の要件を満たすものであること。 

（ア）都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律（平成

18 年法律第 46 号）第 1 条の規定による改正前の法第 29 条第 1 項第 4 号の

規定に該当するため、同項ただし書の規定により開発行為の許可を要しなかっ

た造成済地であること。 

（イ）建築の用途が戸建ての自己用住宅であること。 

 






